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伊豆の国市地域公共交通計画（案）に対する 

意見公募（パブリックコメント）実施要領 

 

 

１ 意見を求める計画 

伊豆の国市地域公共交通計画（案） 

 

２ 意見募集の趣旨 

本市では、平成 26 年に伊豆の国市地域公共交通基本計画を策定し、利用者の視点に立った

各種の取組を進めてきましたが、本計画が令和５年度に最終年を迎えます。 

そのため、引き続き本市の地域特性に合った持続可能な交通システムを構築していくため、

地域公共交通活性化再生法に基づく「伊豆の国市地域公共交通計画」を策定することとしまし

た。 

策定に当たっては、伊豆の国市地域公共交通会議から意見を聴取し、議論を重ね、当該計画

（案）を作成しましたが、この度、地域公共交通を利用する市民の皆様に計画案を御覧いただ

き、御意見、御提言をいただきたいと考えております。 

お寄せいただきました御意見等につきましては、「伊豆の国市地域公共交通計画」策定の際

の参考にさせていただきます。 

 

３ 意見の提出期間 

  令和６年１月 29日(月)から ２月 28 日(水) 午後５時まで（必着） 

 

４ 対象者 

 （1）市内に住所がある方 

 （2）市内に通勤又は通学している方 

 （3）市内に事務所又は事業所がある個人又は法人 

 （4）市内の公共交通を利用する機会がある方 

 

５ 計画（案）の公開場所 

（1）市ホームページ 

（2）伊豆長岡庁舎２階 協働まちづくり課窓口 

（3）市民課大仁支所窓口 

（4）市民課韮山支所窓口 

 （5）中央図書館窓口 

 （6）韮山図書館窓口 

市ホームページ☝ 
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６ 意見の提出方法と提出先  

指定の様式に氏名（法人等の場合は名称及び代表者氏名）、住所等を明記の上、意見の該

当箇所や内容を記載して以下のいずれかの方法で提出してください。 

① 協働まちづくり課窓口 

② Ｅメール（kyoudou@city.izunokuni.shizuoka.jp） 

③ 郵送（410-2292 伊豆の国市長岡 340番地１ 伊豆の国市協働まちづくり課宛て） 

④ ＦＡＸ（055-948-2915） 

 

７ 注意事項等 

・ 指定の様式は市ホームページを含む計画の公開場所で入手が可能です。 

・ 電話など口頭による意見の申出は、趣旨等内容が不明確になるおそれがあるため、 

受け付けることはできません。 

また、住所・氏名・連絡先を明記していない場合、回答は行いません。 

・ この意見公募に関係のない意見に対しては、回答は行いません。 

・ この意見公募は、伊豆の国市地域公共交通計画の賛否を問うものではありません。 

 

８ 意見に対する回答方法  

提出された意見（氏名などを伏せた状態）に対する市の回答は、市ホームページ及び協働

まちづくり課窓口において公開し、意見提出者への個別の回答は行いません。 

（ただし、いただいた御意見の内容を確認する際に連絡させていただくことがあります。） 

 

９ パブリックコメントの手順  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ パブリックコメントの実施 

① 計画（案）の公表 

✓ 反映できる意見  計画案の修正（修正内容の記載） 

✓ 反映できない意見  理由の取りまとめ（市の考えを記載） 

② 意見の提出 

持参、郵便、FAX、E－Mail 

④ 回答の公表 

③ 回答の作成 

mailto:kyoudou@city.izunokuni.shizuoka.jp

